
関係機関 ※記入基準日：　令和３年１月１日

機関名

住所 郵便番号

連絡先 電話

ＦＡＸ

e-mail

ホームページ

利用対象者

９時　００分～　１７時　３０分

主なサービス
内容

制度外のサー
ビス等

河内長野市障がい福祉課

５８６－８５０１

住所
河内長野市原町一丁目1番1号

０７２１－５３－１１１１

０７２１－５２－４９２０

shougaifukushi@city.kawachinagano.lg.jp

http://www.city.kawachinagano.lg.jp/cases/shogaisha/index.html

　児童　・　知的　・　身体　・　精神　・ 難病等　・その他（　　　　　　　　　）

利用時間・曜
日

・日（×）・月（○）・火（○）・水（○）・木（○）・金（○）・土（×）・祝日（×）

年末年始等休業日 １２月２９日～１月３日

次のような制度があります。いずれも障がいの程度などの要件があります
ので、事前に問い合わせてください。
■障がい者手帳（身体、知的、精神）
■障がい福祉サービス（居宅介護、短期入所、施設への通所・入所、移
   動支援、日中一時支援、コミュニケーション支援など）
■障がい児通所サービス
■補装具、日常生活用具
■自立支援医療制度（精神通院・更生医療・育成医療）
■手当・助成（特別障がい者手当、障がい児福祉手当、タクシー料金助
   成、住宅改造費助成、自動車運転免許取得費助成、自動車改造費助
   成など）

（その他）
割引（電車、バス、タクシー、飛行機）、有料道路の通行料金の割引、ＮＨＫ
放送受信料の減免、税の減免（住民税、所得税、自動車税・自動車取得税
等）などの制度があります。対象者は障がいの程度によって異なりますの
で、まずは障がい福祉課へ問い合わせを。

主な相談内容

（保健師、精神保健福祉士、手話通訳者による相談）

障がい者の介護や健康、医療や生活に関する相談

障がい者虐待に関する相談

成年後見制度に関する相談　など


